
（通巻247号）昭和62年11月  

理事会報告   

9月25日瞳）  

H 顧問就任  

再度顧問に推された相良廉明氏から応諾の返事が   

あった旨報告された。  

仁）ロゴ  

企画渉外委員会とディレクトリイ委員会の合同会議   

で細部について検討することとなった。  

（∃ 規約の印刷  

ロゴの制定を待たずに印刷をすすめることとなっ   

た。  

（四）洋書まつり  

本年の洋書まつりは10月16日、17日の両日催される   

が、洋書まつりのあり方、について話しあわれた。た   

だし結論には達しなかった。  

伍）その他  

（∃ 退会  

ニューベリハウス パブリッシャーズ インタナ   

ショナル インコーボレイテッド（代表者藤本静夫）   

の9月30日付け退会を承認した。  

（四）藍沢ビルの明渡し  

9月30日付けで家主の相武住宅株式会社から「建物   

貸借契約解除の件」という文書による申入れがあった   

ことが報告された。藍沢ビルは1933年10月建築、老朽   

化に伴い明年10月から建替え工事にはいりたいので、   

明年3月31日までに明渡してほしいという内容であ   

る。討論の結果、とりあえず①他のテナントの意見を   

きき、さらに②次回理事会で同社の社長から説明をき   

〈こととした。  

伍）諸規定の制定  

諸規定（弔慰金・見舞金、会費、選挙管理委員会、   

事務局）について総務委員会で検討することとなった。   

これは規約改正に伴うとともに、従来の規定を成文化   

するためである。  

関 口ゴ  

ロゴについての企画渉外・ダイレクトリイ両委員会   

の合同会議は10月23日間催されることが報告された。  

㈲ その他  

ノ10月14日㈹   

H 九月分収支計算・予算対比表  

10月9日に開催された総務委員会における討論にも  

とづく松井幸雄氏（丸善）の報告を承認した。   

仁）入会  

太陽図書貿易株式会社（豊島区目白5－18－5、代  

表者 ′ト松守雄、電話 953－7071）の入会を承認した。  
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第19回洋書まつり  

恒例の洋書まつりが10月16日・17日の両日、神田駿河  

台下東京古書会館にて開催されました。   

初日、台風の影響で朝から雨模様、それでも篠つく雨  

の中来場のお客様は途絶えることなく、相変わらずのに  

ぎわいでありました。2日間の売上は379万円と、天候に  

恵まれなかったにもかかわらず昨年の359万円を上回り、  

史上3位という好成績をおさめました。   

今回初日に日本テレビよr）取材があり、会場の模様・  

内容など好意的なニュースを午後のニュースの時間に40  

秒間流してくれました。洋書輸入協会の名がマスコミに  

出るのはあまり面白くない場面のときばかりでしたか  

ら、今回のことは画期的なことといえるでしょう。  

19社が参加されたこの催し、来年も成功させたいもの  

です。   

みなさまありがとうございました。来年もよろしくお  

願い申しあげます。  

（SN）  

INFO’88Exihibit  

1988年10月17日－22日   

InternationalCongress ofScientificandTechnical   

Information，InternationalConference Center，   

Havana，Cuba  

新入会員のおLらせ   

このたび下記のかたが入会されましたのでおしらせし  

ます。  

正会員  

太陽図書貿易株式会社 代表者 ′ト松守雄  

〒171東京都豊島区目白5－18－5  

℡（03）953－7071  

総代理店 ご案内  

℡（03）502－6471  ユサコ ㈱   
書籍展示会のおしらせ  

ロンドン国際書籍展示会  

1988年3月28日→30日   

LondonInternationalBookFair，Olympia2．  

THENEWYORKACADEMYOFSCIENCES（USA）   
Annalsofthe NewYorkAcademyofScience  

′／   
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洋書輸入協会史（29  

洋書輸入協会顧問 相 良 廣 明  

以上を述べた上で、各項についての具体策を列挙し、  

更に標準外決済を標準決済に準ずるものとしての取り扱  

いに改めて頂きたいこと、担保金を輸入許可額の全額払  

込完了の場合、戻してくれるよう願いたい旨をつけ加え  

ている。   

この陳情書は、1月、5月のものに比較して、民貿の  

経験を積んだために極めて具体化しており、官庁側の施  

策に役立ったものと思われる。  

25．6 昭和25年9月の経済安定本部に対する陳情書   

民間貿易再開により外貨割当を受けた頃から、入荷が  

ぼつぼつと始まった昭和25年の6月頃にかけ、実務上の  

諸問題が累積し、7月7日の懇談会でその不満が噴出し  

ている。   

その第一は外貨割当額が決定的に不足していることで  

あり、次には事前承認制その他のため諸手続きが煩雑で  

しかも時間がかかることである。   

理事会としてはこれらの対策を検討した上、これら諸  

問題の解決には経済安定本部（注1）に相談するのがよ  

ろしかろうと、そこの担当官と打ち合わせを行った。そ  

の結果現状の欠点、戦前の情況、かくあるべき輸入形態  

などに関する意見を取りまとめ、文書として提出するこ  

ととなり、文案を練った上で9月6日に提出している。   

その要点は、先ず「外国書籍、定期刊行物・雑誌輸入  

上の諸欠陥について」と題し、冒頭に「現在の外国書籍  

雑誌輸入上の最大の欠陥と目されるものは次の諸点であ  

ります。   

1．受注から発注までに要する期間が極めて長いこと   

2．手続が非常に複雑、煩雑であること   

3．為替の粋が実需よりはるかに少ないこと」  

と三項を挙げ、以下に各項毎に説明を加えている。即ち  

第一項については、現在は需要者の注文をまとめて外貨  

割当承認申請してから承認になるまで平均40日、更に輸  

入申請その他の手続きを終えて発注するまで2ヵ月、こ  

れに需要者から受注した分を取りまとめて申請するまで  

の期間を加えると、受注から発注まで平均3ないし4カ  

月を要するので、今次大戦による研究の遅れを取り戻す  

ための緊急需要に重大な支障を来していると述べてい  

る。   

第二項については、書籍・雑誌の輸入にはSCAP（注  

2）、CIEとの特別の関係があるため、それ相当の複雑性  

は理解出来るが、それにしても我が政府の内部処理で  

もっと簡易化出来ないかといい、   

第三項については、外貨申請額が、割当枠を造に突破  

しているのを見るだけで、割当額が不足しているのが分  

り、また割当額の不足が諸事を遅らせる原因になってい  

ると指摘している。  

（注1）経済安定本部。略して安本（あんぽん）とも呼ば  

れた。現在の経済企画庁の前身。1946（S21）8月  

に、第2次大戦後の経済危機を乗り切るためには各  

省庁業務を強力かつ一元的に指導する機関が必要と  

して設置された。，47（S22）には2，000人の大官庁と  

なったが、，49（S2オ）以降縮小の過程をたどり、，55   

（S30）に経済企画庁に改編された。  

（注2）SCAP。第二次大戦後の日本で、連合国最高司令   

官（SupremeCommanderfortheAlliedPowers）  

の略称。その総司令部がGHQ（GeneralHead－   

quarters）である。  

25．7 外国郵便物に対する通関料の件   

前項で取り上げた昭和25年7月7日の懇談会・において  

は、その他にも外国普通郵便物に対してまで通関手数料  

48円を取られることがあったという不満が出ている。こ  

れに対しては関係官庁と打ち合わせの上，同年8月8目  

付海輸第93号で会員宛下記のような通知が出された。  

記  

外国郵便物に対する通関手数料の件   

7月7日懇談会のみぎー）、各位より御申出のあった外  

国普通郵便物に対し一個又は一過につき48円の通関手数  

料徴集の件は、中央郵便局外国郵便課（注）へ照会の結  

果、′ト包並びに小型包装郵送物についてのみ徴集に決し、  

普通郵便物には通関手数料を課さない事に決定した由で  

すから左様御了承下さい。   

（注）当時は未だ大手町の東京国際郵便局は無く、外国郵  

便物はすべて中央郵便局で処理されていた。  
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を取っている。  

（注）10月28日付の海輸第101号により、新レートの適用は  

本年3月分からではなく8月以降に変更された旨通  

知が出ている。  

26．2 フランス定期刊行物の取り扱い開始   

昭和25年4月15日付海輸第76号では、「フランス使節団  

においては定期刊行物の取扱いを準備中の処、大体5月  

初旬から予約の引受けを開始の予定にて、目録、代価、  

割引率など本国からの通知を待って詳細発表する旨」を  

会員に通知している。  

6月9日には、同業会各理事とフランス書を扱う紀伊  

国屋書店、緑書房、明治書房、白水社などがフランス使  

節団に呼ばれ、いよいよフランス雑誌の輸入取扱いが開  

始される旨の話があり、目録も13日に出来上るとのこと  

であった。  

今日から考えればまさかと思われるようなことが、当  

時は実際に起っている。これも民間貿易復活時の初期の  

混乱の副産物であろう。  

26 フランス使節団経由のフランス書輸入のその後、及  

びCentredu Livre設置のこと   

昭和24年にフランス使節団経由でフランス書の輸入が  

始まったことは、洋書輸入協全史（14）（会報Vol．20No．11、  

昭和61年11月号の第17章所載）において述べたが、その  

後の状況を略述してみよう。  

26．1民貿開始後のフランス使節団経由輸入とフランス  

書の代価   

昭和25年2月13日、同業会の理事一同はフランス使節  

団へ赴き、民間貿易再開が近い現状において今後の問題  

を話し合った。その結果「民間貿易が施行されても現在  

のままの輸入方法を当分の間継続する」ことが決定され  

た（昭和25年2月13日付、海輸72号）。   

その折フランス書の代価も、－1F・Fr l円34銭の換  

算に、ディスカウント率によって10％、20％、25％を積  

み、それぞれ1円50銭、1円60銭、1円65銭に値下げす  

ることとなった。これは従来フランス使節団が受け取っ  

ていた5％のコミッションなどを廃止したことによる  

値下げである。   

次に10月7日付海輸第99号では、次のように会員に知  

らせている。  

記  

フランス換算率変更の件   

今般フランス使節団において取り扱う仏書代金に対  

し、換算率を左記の通り変更する旨通知がありましたか  

らお知らせ致します。   

1フラン…… 1円111（旧1．34）  

即ち ￥100＝90fr（旧￥100＝75fr）   

右は本年3月注文分（注）から適用される由。尚注文  

受付の節支払う前払金は、1フラン当り75銭（即ち1フ  

ラン 1円換算の4分の3）を支払うことになり、差当  

り8、9月発注依頼をこのレートで至急支払うよう依頼  

があー）ました。（後略）   

同業会側ではこの通知に基づき、従来のフランス書の  

代価をディスカウント率によって1円20銭、1円30銭、  

1円40銭、1円50銭の4本立てに値下げしたい旨を10月  

12日にフランス使節団へ申し入れ、10月24日にその承認  

26．3 Centredu Livreの設置   

昭和25年12月に入って、フランス使節団から書籍輸入  

のため特別機関の設置を準備中の旨知らせがあったが、  

やがて12月分の注文から“centreduLivre’’（中央区日  

本橋本町1－7）において従来通りの方法で取扱う旨の  

通知があり、12月15日にフランス使節団においてその事  

務引き継ぎ、及び新責任者の紹介があった。   

なお雑誌については、本国の取扱者が異なるため、宛  

名を今後Centreでなく“Syndicat Nationaldes  

ExportateursdePublicationsPeriodiqueFrancais”と  

するよう、12月26日に通知が出ている。   

昭和26年に入って1月25日には、サントルにおいてフ  

ランス書輸入業者の懇談会があり、近くChazel氏が帰  

国するため、希望があれば本国に取り次ぐとのことで、  

（1）輸入のスピードアップ、PostSupplyの実現。  

（2）換算率を民貿並みに引き下げるよう要望（注。現  

行の￥100＝90frは、本国大蔵省の決定事項につき、  

変更不可能と思うが努力してみる由）。  

（3）雑誌の予約注文は、DirectSupplyを実施して貰  

いたい。  

（4）本国▲MLFのコミッション12％を引き下げて貰  

えないか。  

などの希望が出され、サントル自身の手数料も問題に  
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なった。これらの手数料の問題については、1月30目付  

の海輸第115号で、同業会から次のような説明が会員に出  

されている。  

記  

CentreduLivre経由仏書輸入について  

FrenchMission監督のもとに昨年12月からCentredu  

Livreが開設されましたが、これは従来のMission扱いと  

異なり民間団体ですから、其の経費は手数料として加算  

されることになりますので、従来のC．Ⅰ．F．価格の外に  

5％が加算されることになりました。またこの点につ  

いては各位の経費を節減するために、将来は出来るだけ  

M．LF．経由を止めて直接輸入をはかる等、Centre du  

Livreにおいて御研究下さる由。   

なお前払金については、当分の間現在通り註文が許可  

された時1fr＝￥0，75の割で払い込むこととにりますか  

ら左様御承知下さい。（以上）  

この説明により、サントルは民間団体であることが  

はっきりした次第である。  （続く）  

rMBook Review No．119州－・仙  

小林高四郎『古本随筆・漁書のすさび」l  

A5版 228 pp．写真10 pp．1986 西田書店 ￥1，800   

ている回教研究の先駆者であり、日本における「トル  

コ語開祖」を紹介したり（p．114）、同様に「殆んど忘れ  

られているであろう」「不遇な老共学者」高橋五郎に筆  

をさいている（p．194以下）ところに著者の暖い人柄を  

感じる。   

第三部は「古本は語る」で、著者が手にいれた珍し  

い古書の内容の紹介である。東西古今にわたるひとつ  

ひとつがきわめて面白い。かの悪名高い鳥居耀蔵は丸  

亀藩お預りとなって28年間をすごして、明治維新後静  

岡に孤影偶然と現れたが、それでも己の信念をすてず  

意志強固に生きていたという話がでてくる（角田青書  

『水野越前守』明治28年）。「幕末横浜在留清人について」  

は、大垣藩の家老だった小原鉄心の『亦（えき）奇鐘』  

の内容紹介である。慶応二年（1866）に横浜にはおよ  

そ五百人の清国人が在住していたという。そのうちの  

有識者数名を料亭に招待したが、すべて広東人だった  

という。そのとき詩の応酬がすんで筆談に移るとすぐ  

に、日本側からは当時関心の強かった太平天国につい  

ての質問がでている。その返答はこういう席だけに、  

きわめて外交的にみえる。   

難解な理論をといた本ではないし、古書という具体  

的なものを通しての随筆集で、本の面白さ、貴重さに  

ついて教えられるところが多いし、読んでいて楽しく  

なる本でもある。御一読をおすすめしたい。（M．Ⅰ．）   

元史、蒙古史の専門家として大きな業績をあげた著  

者（元横浜国大教授）の古書についての随筆集である。  

自ら「書痴」と呼んでいる著者のエッセイの範囲は、  

著者の博学多識を反映して、まことに広く、古書は古  

今和漢洋にわたり、収集地は東西各地に及ぶ。   

めずらしい企画で序文がなく、その代りに巻頭には  

「蒐集談■まえがきにかえて」と題して、古書通信社の  

八木福次郎氏を司会者とし、同じく好書家・愛書家と  

〉 して知られる徳永康元氏（言語学者、東京外大名馨教  

ヲ授、『世界の図書館』（1981、丸善）の編者）との対談  
∃がおかれている。古書店への提案を含めた広いテーマ  
にわたる座談であるが、古書を集めるには、やはり勉  

モ強をし、いろいろな部門に関心をもち、それに足と暇  

ー…  

をかけなければならないと語られている。しごくもっ  

き ともなことだと思うが、凡人にはそれがなかなかでき  

ないのだろう。   

第一部にあたるのは「古本探訪」で、1930年代中ば  

の「蒙古で古文献をさがす」、1981年の「北京一上海の  

古書店巡り」それに「ヨーロッパ古本漁り」の三幸に  

わかれている。カードを見るだけでは本はわからず、  

書庫にはいることが収集の必要条件であることが強調  

されている。ここでは我々にお馴染みの古書店の名前  

もでてくる。第二部は「漁書雑筆」で、著者の掘出し  

物、本漁りの話である。個々の本についてふれる余裕  

はないが、大久保幸次といういまは忘れられようとし  
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